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１ 計画策定の背景・目的

○少子化、核家族化、保護者の就労状況の多様化に加え、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大など、子どもと子育て家庭を取り巻く環境は大きく変化しています。

区では、保育所の待機児童の解消や子育てサービスの計画的な整備を進めるとともに、

子どもと子育て家庭に関する様々な課題に対応するため、平成２７年３月に「中野区子

ども・子育て支援事業計画」を策定し、子どもと子育て家庭を地域全体で支援していく

ための取組を進めてきました。

令和４年４月には保育所の待機児童ゼロを達成しましたが、増加する児童虐待への対

応や発達に課題や障害がある子どもへの支援、保育の質の向上など、引き続き課題に取

り組んでいく必要があります。

○区は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るため、令

和４年３月に「中野区子どもの権利に関する条例」を制定し、同年４月から施行しま

した。条例では、区に関わる全ての人が子どもの権利を尊重する理念を持ち、それぞ

れの生活や活動に生かすことが求められています。

また、区は、条例に基づき子どもに関する取組を推進していくとともに、子どもの

権利の視点から、子どもに関する取組を検証していく必要があります。

○子どもの貧困が社会問題となり、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的と

して、平成２６年に「子どもの貧困対策の推進に関する法律」が施行されました。区が

令和元年度に実施した「中野区子どもと子育て家庭の実態調査」においても、経済的に

困窮している世帯の子どもが、学習、体験、食など様々な場面で困難な状況を抱えてい

ることが窺えます。今後より一層、子どもの貧困対策を推進していく必要があります。

○全ての子ども・若者が健やかに成長し、円滑に社会生活を営むことができる社会の形

成を目指し、平成２２年に「子ども・若者育成支援推進法」が施行されました。ところ

が近年、ＳＮＳに起因するトラブル、いじめ、不登校、ひきこもりなど、子ども・若者

をめぐる問題は深刻さを増しています。これまで以上に一人ひとりの状況に応じたきめ

細かい支援が求められています。

○このような背景を踏まえるとともに、令和３年９月に策定した「中野区基本計画」に

基づき子ども政策を計画的かつ総合的に推進するため、中野区子ども総合計画を策定し

ました。
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（１）計画の位置付け

中野区基本構想及び中野区基本計画に基づく子どもに関する個別計画であるとと

もに、子どもに関する以下の法定計画を包含する総合的な計画とします。

①子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援事業計画」 

②次世代育成支援対策推進法に基づく「次世代育成支援行動計画」 

③子どもの貧困対策の推進に関する法律に基づく「子どもの貧困対策計画」

④子ども・若者育成支援推進法に基づく「子ども・若者計画」 

⑤中野区子どもの権利に関する条例に基づく「推進計画」

（２）他の計画との関連

２ 計画の位置付け・他の計画との関連
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（１）計画期間

計画期間は、令和５年度（２０２３年度）から令和９年度（２０２７年度）まで

の５年間としますが、第４章「子ども・子育て支援事業計画（第２期）中間の見直

し」については、子ども・子育て支援法に基づく基本指針に定める計画期間である

令和５年度（２０２３年度）から令和６年度（２０２４年度）までの２年間としま

す。

（２）計画の対象

本計画の対象は、子ども（０歳から概ね１８歳まで）及び若者（概ね１３歳から

３０歳まで、施策によっては概ね３９歳まで）とその家族とします。

０～５歳 ６～１２歳 １３～１８歳 １９～２９歳 ３０～３９歳

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期

３ 計画期間・計画の対象

子ども

若者
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第２章 子どもと子育て家庭、若者を取り巻く状況
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１ 子ども・子育てをめぐる動き

① 子ども・子育て支援新制度

少子化の急速な進行や子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するため、平成

２４年８月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連３法」が成立し、平

成２７年４月から「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確

保、教育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」を目的とした子ども・子育

て支援新制度が始まりました。

令和元年１０月には、総合的な少子化対策を推進する一環として子育て家庭の経済的負

担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

③ 子ども・若者支援

子ども・若者育成支援施策を総合的に推進することを目的として、平成２２年４月に

「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、同年７月に「子ども・若者ビジョン」が策定

されました。平成２８年２月には「子ども・若者ビジョン」の見直しが行われ、「子供・若者

育成支援推進大綱」が策定されました。その後も子ども・若者を取り巻く状況は大きく

変化し、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、状況がさらに深刻さを増す中で、令和３年

４月に第３次となる大綱が策定されました。

改定後の大綱では、「全ての子供・若者の健やかな育成」「困難を有する子供・若者や

その家族の支援」「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」「子供・若者の成長のため

の社会環境の整備」「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」の５つの基本方針

が掲げられ、社会総掛かりで取組を促進することが求められています。

② 子どもの貧困対策

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、平成２６年１月に「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が施行、同年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策

定されました。さらに、令和元年６月に同法が改正され、子どもの貧困対策は、子どもの

「将来」だけではなく「現在」の生活等に向けた支援であること、基本理念として、子ども

の最善の利益が優先して考慮されること等が明記され、区市町村における計画策定が

努力義務となりました。

令和元年１１月には法改正を踏まえた新たな大綱が策定され、分野横断的な基本方針

として、親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援体制の構築

や、支援が届いていないまたは届きにくい子ども・家庭に配慮して対策を推進すること

等が明記されました。

（１）国の動向
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④ 児童福祉法の改正

児童虐待の相談対応件数の増加など、子育てに困難を抱える世帯がこれまで以上に

顕在化してきている状況等を踏まえ、子育て世帯に対する包括的な支援のための体制

強化等を行うため、令和４年６月に児童福祉法が改正されました。一部を除き、令和６年

４月から施行されます。

この改正では、区市町村において、子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援セ

ンターを見直し、全ての妊産婦、子育て世帯、子どもへ一体的に相談支援を行う機能を

有する機関の設置に努めることや、一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や

支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上、社会的養育経験者・障害児入所施設

の入所児童等に対する自立支援の強化などの内容が盛り込まれました。

⑤ こども基本法の成立

これまで日本には、子どもを権利の主体として位置付け、その権利を包括的に保障す

る基本法が存在しませんでしたが、令和４年６月にこども基本法が成立し、令和５年４月

から施行されます。同法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約に則り、子ども施

策を総合的に推進することを目的としています。

全ての子どもが個人として尊重され、基本的人権が保障されること、差別的扱いを受

けることがないようにすること、教育を受ける機会が等しく与えられること、意見を表

明する機会・多様な社会的活動に参画する機会が確保されることなどが基本理念とし

て掲げられています。

⑥ こども家庭庁の創設

令和４年６月に、こども家庭庁設置法がこども基本法と同時に成立しました。令和５年

４月に法が施行されるとともに、内閣総理大臣の直属の機関として、内閣府の外局にこ

ども家庭庁が設置されます。こども家庭庁は、子ども政策に関し他省に属しない事務を

担い、各省庁の間で抜け落ちることがないよう必要な取組を行うとともに、新規の政策

課題に取り組むこととされています。また、これまで別々に担われてきた司令塔機能が

こども家庭庁に一本化されます。

⑦ ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）

平成２７年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための２０３０アジェ

ンダ」において、国際社会全体の開発目標として、２０３０年を期限とする「持続可能な

開発目標（ＳＤＧｓ）」が採択されました。

持続可能な世界を実現するための１７の目標（ゴール）と１６９のターゲットが掲げら

れ、「誰一人取り残さない」社会を目指し、経済・社会・環境の広範囲な課題に対する総

合的な取組が示されています。

6

１ 子ども・子育てをめぐる動き

① 子ども・子育て支援新制度

少子化の急速な進行や子育て家庭及び地域を取り巻く環境の変化に対応するため、平成

２４年８月に子ども・子育て支援法をはじめとする「子ども・子育て関連３法」が成立し、平

成２７年４月から「質の高い幼児期の学校教育・保育の総合的な提供」「保育の量的拡大・確

保、教育・保育の質的改善」「地域の子ども・子育て支援の充実」を目的とした子ども・子育

て支援新制度が始まりました。

令和元年１０月には、総合的な少子化対策を推進する一環として子育て家庭の経済的負

担の軽減を図るため、幼児教育・保育の無償化が開始されました。

③ 子ども・若者支援

子ども・若者育成支援施策を総合的に推進することを目的として、平成２２年４月に

「子ども・若者育成支援推進法」が施行され、同年７月に「子ども・若者ビジョン」が策定

されました。平成２８年２月には「子ども・若者ビジョン」の見直しが行われ、「子供・若者

育成支援推進大綱」が策定されました。その後も子ども・若者を取り巻く状況は大きく

変化し、孤独・孤立の問題が顕在化するなど、状況がさらに深刻さを増す中で、令和３年

４月に第３次となる大綱が策定されました。

改定後の大綱では、「全ての子供・若者の健やかな育成」「困難を有する子供・若者や

その家族の支援」「創造的な未来を切り拓く子供・若者の応援」「子供・若者の成長のため

の社会環境の整備」「子供・若者の成長を支える担い手の養成・支援」の５つの基本方針

が掲げられ、社会総掛かりで取組を促進することが求められています。

② 子どもの貧困対策

子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的として、平成２６年１月に「子どもの

貧困対策の推進に関する法律」が施行、同年８月に「子供の貧困対策に関する大綱」が策

定されました。さらに、令和元年６月に同法が改正され、子どもの貧困対策は、子どもの

「将来」だけではなく「現在」の生活等に向けた支援であること、基本理念として、子ども

の最善の利益が優先して考慮されること等が明記され、区市町村における計画策定が

努力義務となりました。

令和元年１１月には法改正を踏まえた新たな大綱が策定され、分野横断的な基本方針

として、親の妊娠・出産期から子どもの社会的自立までの切れ目のない支援体制の構築

や、支援が届いていないまたは届きにくい子ども・家庭に配慮して対策を推進すること

等が明記されました。

（１）国の動向
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SDGｓ１７の目標
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② 中野区児童相談所の設置

平成２８年５月に児童福祉法が改正され、児童が適切な養育を受け、すこやかな成長・

発達や自立等を保障される等の権利を有することが明確化されるとともに、児童虐待

発生時の迅速・的確な対応を図るため、特別区が児童相談所を設置することが可能と

なりました。これを受け、区は令和４年４月に中野区児童相談所を設置しました。これま

で児童虐待への対応は、区の子ども家庭支援センターと東京都児童相談所が連携して

行っていましたが、中野区児童相談所設置後は、区において一貫して対応ができるよう

になりました。

また、児童相談所の設置に伴い、児童福祉審議会の設置に関する事務や里親の認定に

関する事務等が東京都から移管されました。

③ 中野区子ども・若者支援センターの開設

区は、令和３年１１月に中野区子ども・若者支援センターを開設しました。子ども・若者

支援センターの中に児童相談所を開設し、同建物内に移転した教育センターと連携しな

がら、家庭環境や児童虐待に関する相談、教育上の悩みや不登校に関する相談を受け

付けているほか、３９歳までの若者とその家族の相談、発達に課題や障害のある子ども

に関する就学相談を行っています。

また、若者相談事業として、義務教育終了後から３９歳までの若者が、進学や就職など

の進路について気軽に話したり、ゆっくり過ごせる居場所として「若者フリースペース」

を設けています。

① 中野区子どもの権利に関する条例の制定

区は、子どもの権利を保障し、子どもにやさしいまちづくりの推進を図るため、令和４

年３月に「中野区子どもの権利に関する条例」を制定しました。条例には、子どもの権利

の保障の基本理念、区、区民、事業者等の役割、場面ごとに特に保障されるべき権利や

子どもにやさしいまちづくりを推進するための取組、子どもの権利の相談及び侵害か

らの救済の仕組み等を定めています。

また、条例に基づいた子どもの権利侵害からの速やかな救済と子どもの権利の保障

を図るための機関として、令和４年９月に子ども相談室を開設しました。

（２）区の動向
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SDGｓ１７の目標
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（１） 中野区の人口等の推移

① 区の人口と世帯数の推移

区の人口は、平成７年に３０６，５８１人まで減少しましたが、以降増加傾向となり、令

和２年には３４４，８８０人となっています。

世帯数については、平成７年までほぼ横ばいで推移していましたが、以降増加傾向に

転じ、令和２年には２０８，０９３世帯となっています。

２ 中野区の状況

区の人口と世帯数の推移
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【出典：国勢調査】
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